
オ
ー
ル
大
分
で
事
業
承
継
支
援
を
し

て
、
少
し
で
も
廃
業
を
抑
制
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
連
携
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
、
大
分

県
事
業
承
継
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

連
絡
会
議
が
５
月
９
日
に
大

分
市
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
事
業
で
は
、
①
円
滑

な
事
業
承
継
を
目
的
と
す
る

支
援
体
制
の
構
築
、
②
事
業

承
継
に
関
す
る
経
営
者
の
意

識
の
醸
成
、
③
中
小
企
業
支

援
機
関
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
を

目
的
に
、
現
在
県
内
外
の
27

団
体
で
構
成
さ
れ
て
い
ま

す
。ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
構
成
機
関
は
、
国
や

県
の
行
政
機
関
、
県
内
に
本
店
を
持
つ

金
融
機
関
、
商
工
会
・
商
工
会
議
所
の

連
合
会
、
弁
護
士
会
を
は
じ
め
と
す
る

士
業
団
体
な
ど
の
27
団
体
で
す
。

会
議
は
、
大
分
県
経
営
・
創
造
金
融

課
の
平
山
課
長
の
あ
い
さ
つ
に
始
ま

り
、
当
セ
ン
タ
ー
の
一
年
間
の
活
動
報

告
・
新
年
度
事
業
計
画
、
大
分
県
の
事

業
計
画
、
国
か
ら
は
「
事
業
承
継
・
引

継
ぎ
の
支
援
施
策
」
、
事
業
承
継
全
国

事
務
局
か
ら
全
国
の
状
況
等
に
つ
い
て

説
明
が
あ
り
、
各
機
関
で
今
年
度
取
り

組
む
内
容
に
つ
い
て
意
見
交
換
。
今
年

度
も
引
き
続
き
オ
ー
ル
大
分
で
連
携
し

て
、
特
に
コ
ロ
ナ
の
影
響
が
色
濃
く
残

る
「
あ
き
ら
め
休
廃
業
（
資
産
超
過
状

態
で
の
廃
業
）
」
を
少
し
で
も
減
ら
す

よ
う
、
各
機
関
が
一
致
し
て
支
援
を
す

る
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。

【
令
和
５
年
度
の
事
業
計
画
】

過
去
６
年
間
で
２

万
件
の
事
業
者
の
方

に
事
業
診
断
を
実
施

し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
昨
年
度
の
診
断

で
は
、
「
診
断
を
し

た
機
関
で
支
援
を
対

応
す
る
」
が
56
％
、

「
支
援
の
必
要
な

し
」
が
25
％
と
非
常

に
多
い
状
況
と
な
っ

て
い
ま
し
た
。
「
セ

ン
タ
ー
に
つ
な
ぐ
」

と
回
答
さ
れ
た
の
が
全
体
の
17
％
（
２

９
４
件
）
と
、
後
継
者
不
在
率
が
50
％

を
超
え
る
中
で
は
低
い
数
字
で
あ
り
、

「
後
継
者
な
し
」
と
回
答
し
た
事
業
所

に
つ
い
て
の
セ
ン
タ
ー
へ
の
相
談
や
引

継
ぎ
が
十
分
に
手
当
て
さ
れ
て
い
な
い

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
今
後
支
援
機
関

と
の
連
携
が
必
要
で
、
各
種
研
修
会
や

会
議
を
通
じ
て
さ
ら
に
情
報
共
有
を
深

め
て
い
く
計
画
に
つ
い
て
紹
介
さ
れ
ま

し
た
。
事
業
承
継
診
断
で
分
析
が
可
能

で
あ
っ
た
内
訳
は
下
表
の
と
お
り
で

す
。
ま
た
、
セ
ン
タ
ー
の
存
在
や
事
業

支
援
の
内
容
に
つ
い
て
の
認
知
度
が
ま

だ
ま
だ
低
い
こ
と
か
ら
、
セ
ン
タ
ー
の

使
命
に
つ
い
て
の
広
報
強
化
と
事
業
承

継
事
例
の
紹
介
な
ど
、
広
報
に
も
力
点

を
お
い
た
事
業
展
開
を
す
る
計
画
が
発

表
さ
れ
ま
し
た
。
詳
細
は
二
面
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

当
セ
ン
タ
ー
で
は
、
一
昨
年
度
よ

り
、
事
業
承
継
事
例(
動
画
版)

を
制

作
し
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
公
式
チ
ャ
ン
ネ

ル
で
公
開
し
て
い
ま
す
。

３
月
に
は
、
既
に
公
開
済
み
11
事
例

の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
を
ま
と
め
た
総
集
編

(

約
10
分)

を
公
開
し
て
い
ま
す
。
当

セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
右
側
に

ア
ド
レ
ス
記
載
）
か
ら
閲
覧
で
き
ま

す
。

全
部
の
11
事

例
を
見
る
と
合

計
で
計
１
１
０

分
を
超
え
る
内

容
で
す
が
、
テ

ー
マ
別
に
凝
縮

し
て
い
ま
す
の

で
、
ま
ず
は
こ

ち
ら
を
ご
覧
い

た
だ
き
、
大
分
県
内
事
業
者
の
多
様
な

事
業
承
継
ス
ト
ー
リ
ー
を
感
じ
取
っ
て

い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

事
業
承
継
事
例
に
つ
い
て
は
、
今
年

度
も
引
き
続
き
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト(

冊

子)

、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ

ｂ
ｅ
動
画
な
ど
を
通
し
て
ご
紹
介
し
て

い
く
予
定
で
す
の
で
、
ご
期
待
下
さ

い
。

県
内
の
商
工
会
・
商
工
会
議
所
の
全

経
営
指
導
員
（
１
３
５
名
）
を
対
象
と

し
て
、
当
セ
ン
タ
ー
が
実
施

す
る
事
業
と
事
業
承
継
に
関

す
る
最
新
情
報
、
支
援
業
務

の
流
れ
を
説
明
す
る
研
修
会

を
４
月
24
日
に
オ
ン
ラ
イ
ン

で
開
催
し
ま
し
た
。
支
援
の

現
場
で
、
60
歳
を
超
え
た
経

営
者
の
方
々
を
対
象
と
し
た

事
業
承
継
診
断
を
通
じ
て
、

早
期
の
取
組
み
が
必
要
で
あ

る
”
気
づ

き
”
の
提

供
、
後
継

者
が
い
な

い
方
へ
の

第
三
者
承

継
支
援
の
ポ
イ
ン

ト
な
ど
を
学
ん
で

い

た

だ

き

ま

し

た
。
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今
年
4
月
か
ら
エ
リ
ア
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

と
な
っ
た
小
手
川
亮
太
で
す
。
税
理
士
を
し
な
が

ら
事
業
承
継
の
お
手
伝
い
を
行
っ
て
お
り
、
仕
事

柄
、
一
番
気
に
な
る
の
は
イ
ン
ボ
イ
ス
で
す
。

い
よ
い
よ
今
年
10
月
か
ら
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
が

始
ま
り
ま
す
が
、
事
業
承
継
に
も
こ
の
イ
ン
ボ
イ

ス
が
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。
消
費
税

は
、
原
則
と
し
て
課
税
売
上
高
が
１
千
万
円
を
超

え
て
も
、
す
ぐ
に
消
費
税
が
か
か
る
と
い
う
わ
け

で
は
な
く
、
２
年
後
に
そ
の
年
の
課
税
標
準
に
対

し
て
消
費
税
が
か
か
っ
て
き
ま
す
。

こ
れ
ま
で
は
、
後
継
者
が
先
代
の
個
人
事
業
を

生
前
に
事
業
承
継
し
た
場
合
や
法
人
化
し
た
場
合

に
は
別
人
格
と
み
て
、
「
原
則
２
年
間
は
消
費
税

を
納
め
な
く
て
よ
い
」
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り

ま
し
た
。
な
お
、
先
代
が
死
亡
し
相
続
し
た
場
合

は
、
後
継
者
に
初
年
か
ら
消
費
税
が
か
か
り
ま

す
。
こ
の
納
税
義
務
規
定
は
変
更
さ
れ
る
わ
け
で

は
な
い
で
す
が
、
納
税
義
務
が
免
除
さ
れ
て
い
る

場
合
に
は
イ
ン
ボ
イ
ス
が
発
行
で
き
な
い
こ
と
と

な
り
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、
お
客
様
が
対
事
業
者

で
あ
る
場
合
、
問
題
と
な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま

す
。
①
消
費
税
の
課
税
事
業
者
に
な
る
こ
と
を
求

め
ら
れ
た
り
、
②
値
引
き
交
渉
さ
れ
た
り
、
③
取

引
自
体
が
少
な
く
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、
商
売
の
状
況
に
よ
っ
て
は
、
こ

れ
ま
で
の
「
原
則
２
年
間
は
消
費
税
を
納

め
な
く
て
よ
い
」
と
で
き
ず
、
イ
ン
ボ
イ

ス
を
発
行
す
る
た
め
に
、
す
ぐ
に
消
費
税

の
納
税
義
務
者
に
な
る
必
要
が
あ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

対
事
業
者
で
あ
る
取
引
が
多
い
業
種
と
し
て
、

①
建
設
業
、
②
製
造
業
、
③
店
舗
賃
貸
な
ど
が
考

え
ら
れ
ま
す
。
逆
に
一
般
的
に
影
響
が
少
な
い
ケ

ー
ス
と
し
て
、
①
対
個
人
が
相
手
で
あ
る
業
種

（
理
美
容
店
や
学
習
塾
な
ど
）
、
②
非
課
税
取
引

で
あ
る
業
種
（
医
療
介
護
分
野
や
住
宅
賃
貸
経
営

な
ど
）
、
③
１
回
の
取
引
金
額
が
１
万
円
未
満
で

あ
る
業
種
（
大
衆
食
堂
な
ど
）
が
あ
げ
ら
れ
ま

す
。
イ
ン
ボ
イ
ス
を
見
越
し
て
、
令
和
３
年

10
月
ま
で
に
法
人
化
や
事
業
承
継
を
し

た
事
業
所
も
多
い
よ
う
で
す
。
イ
ン

ボ
イ
ス
の
発
行
が
必
要
な
事
業
所
で

あ
っ
て
も
、
令
和
11
年
９
月
末
ま
で
の

限
定
で
す
が
、
基
準
期
間
に
お
け
る
課
税
売

上
高
が
１
千
万
円
以
下
の
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業

者
は
「
納
税
額
を
売
上
税
額
の
２
割
に
軽
減
」
を

選
択
で
き
る
と
い
う
軽
減
措
置
も
あ
る
の
で
、
事

業
承
継
の
時
期
が
迫
っ
て
い
る
事
業
所
は
早
め
の

取
組
み
が
お
す
す
め
で
す
。

ミ
ニ
情
報

大
分
県
信
用
保
証
協
会
の
事
業
承
継
に
関
す
る
保
証
制
度
を
ご
存
じ
で
し
た
か
？

大
分
県
信
用
保
証
協
会
は
、
信
用
保
証
協
会
法
と
い
う
法
律
に
基
づ
い
て
中
小
企
業
の
資
金
調
達
を
支
援
す

る
こ
と
を
目
的
に
設
立
さ
れ
た
公
的
機
関
で
す
。
公
的
機
関
で
あ
る
信
用
保
証
協
会
が
事
業
者
の
債
務
保
証
を
す

る
こ
と
で
、
市
中
の
金
融
機
関
か
ら
の
融
資
を
受
け
や
す
く
な
り
ま
す
。
中
小
企
業
に
と
っ
て
は
、
お
金
を
借
り

る
際
に
大
き
な
手
助
け
と
な
り
ま
す
。
そ
の
保
証
協
会
の
保
証
制
度
の
中
に
事
業
承
継
関
連
保
証
制
度
が
あ
り
ま

す
。
『
大
分
県
事
業
承
継
資
金
』
と
い
う
制
度
で
は
、
保
証
限
度
２
億
８
千
万
円
、
運
転
資
金
は
10
年
、
設
備
資

金
は
15
年
の
保
証
期
間
が
あ
り
ま
す
。
指
定
金
融
機
関
は
地
元
金
融
機
関
、
商
工
中
金
、
北
九
州
銀
行
で
す
。
当

セ
ン
タ
ー
な
ど
が
支
援
し
た
事
業
承
継
計
画
に
基
づ
き
事
業
承
継
を
行
う
方
な
ど
が
対
象
で
す
。
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残
念
な
が
ら
事
業
承
継
が
う
ま
く

い
か
ず
に
、
企
業
の
存
続
が
で
き
な

か
っ
た
事
例
に
つ
い
て
も
知
り
た
い

と
い
う
要
望
が
あ
り
、
残
念
な
事
例

を
紹
介
し
ま
す
。
な
お
、
秘
密
保
持

の
観
点
か
ら
企
業
を
特
定
で
き

な
い
よ
う
に
一
部
内
容
を
修

正
し
て
お
り
ま
す
。

業
種
：
建
設
業
、
売
上
：

３
億
円
、
先
代
経
営
者
：
80
歳

株
は
80
％
が
代
表
取
締
役
、
妻

（
経
理
担
当
社
員
）
の
株
は
20
％
。

後
継
者
候
補
：
娘
婿
、
従
業
員
候
補

な
し先

代
経
営
者
が
病
気
に
よ
り
余
命

宣
告
を
さ
れ
、
妻
か
ら
事
業
承
継
に

つ
い
て
セ
ン
タ
ー
へ
相
談
が
あ
り
ま

し
た
。
先
代
は
自
分
が
立
ち
上
げ
た

事
業
で
あ
り
、
親
族
（
他
社
に
勤
務

す
る
一
人
娘
の
婿
）
に
継
が
せ
た
い

意
向
、
一
方
先
代
の
妻
は
素
人
が
会

社
を
経
営
す
る
の
は
無
理
だ
と
判
断

し
て
第
三
者
承
継
を
希
望
と
、
意
見

が
分
か
れ
て
い
ま
し
た
。

セ
ン
タ
ー
で
は
早
急
な
対
応
が
必

要
と
考
え
、
先
代
の
希
望
で
あ
る
娘

婿
へ
の
承
継
計
画
を
進
め
る
こ
と

と
し
、
早
速
支
援
に
入
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
打
ち
合
わ
せ
を
始
め
て

す
ぐ
に
先
代
が
逝
去
し
ま
し
た
。
代

表
取
締
役
が
先
代
一
人
で
あ
っ
た
た

め
、
法
律
行
為
が
で
き
な
い
状
況
と

な
り
ま
し
た
。
死
亡
か
ら
２
週
間
以

内
に
代
表
取
締
役
の
変
更
登
記
、
そ

の
後
も
各
種
手
続
き
が
必
要
と
な
り

対
応
に
追
わ
れ
ま
し
た
。

【
結
論
】
経
営
経
験
が
な
い
娘
婿

に
継
が
せ
る
の
は
無
理
だ
と
先
代
の

妻
が
最
終
判
断
を
し
て
、
第
三
者
承

継
の
道
を
選
択
し
ま
し
た
。
先
代
の

努
力
で
負
債
も
少
な
く
、
利
益
を
し

っ
か
り
蓄
積
し
株
価
も
高
く
、
個
人

資
産
も
相
当
額
あ
り
ま
し
た
が
、
相

続
対
策
を
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、

多
額
の
相
続
税
を
納
め
る
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。

【
こ
う
し
て
お
け
ば
良
か
っ
た
】

早
め
の
対
応
を
し
て
お
か
な
か
っ

た
こ
と
が
最
大
の
問
題
で
し
た
。

（
１
）
後
継
者
選
び
が
遅
れ
た
。

（
２
）
従
業
員
の
中
か
ら
経
営
者
候

補
又
は
右
腕
と
な
る
べ
き
人
材
の
育

成
が
で
き
な
か
っ
た
。
（
３
）
相
続

対
策
が
で
き
な
か
っ
た
。

残
さ
れ
た
家
族
に
思
い
を
よ
せ
、

早
め
の
準
備
が
必
要
だ
と
考
え
さ
せ

ら
れ
た
案
件
で
し
た
。

エ
リ
ア
Ｃ
Ｏ
の
現
場
か
ら

小
手
川

亮
太

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
連
絡
会
議
が
開
催

事
例
動
画
総
集
編

経営指導員向け研修会

考
え
さ
せ
ら
れ
る

事
例



今
年
度
は
、
第
三
者
承
継
支

援
の
サ
ブ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
２
名

増
員
、
エ
リ
ア
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
１
名
増
員
に
よ
り
、
当
セ

ン
タ
ー
は
総
勢
15
名
と
な
り
ま

し
た
。
こ
れ
ま
で
以
上
に
、
事

業
承
継
に
関
す
る
幅
広
い
ご
相

談
に
応
じ
る
体
制
が
で
き
ま
し

た
。
支
援
の
入
り
口
と
な
る
担

当
者
は
「
エ
リ
ア
コ
ー
デ
ィ
ネ

ー
タ
ー
」
で
す
が
、
そ
の
増
員

に
伴
い
担
当
地
区
が
変
更
さ
れ

ま
し
た
の
で
、
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

【
神
志
那

和
美
】

担
当
地
区
は
、
大
分
市
、
臼
杵

市
、
津
久
見
市

【
岩
崎

美
紀
】

担
当
地
区
は
、
別
府
市
、
日
出

町
、
杵
築
市
、
国
東
市
、
姫
島

村
、
豊
後
高
田
市

【
矢
上

将
大
】

担
当
地
区
は
、
日
田
市
、
玖
珠

町
、
九
重
町
、
中
津
市
、
宇
佐

市【
小
手
川

亮
太
】

担
当
地
区
は
、
竹
田
市
、
豊
後

大
野
市
、
佐
伯
市
、
由
布
市

そ
れ
ぞ
れ
の
経
歴
な
ど
は
、

当
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
確
認
で
き
ま
す
の
で
、
ご
覧

く
だ
さ
い
。

大
分
県
事
業
承
継
・
引
継
ぎ

支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
、
県
内
の

中
小
企
業
、
個
人
事
業
の
経
営

者
、
後
継
者
の
方
に
対
し
て
、

親
族
内
承
継
か
ら
、
役
員
・
従

業
員
や
第
三
者
へ
の
引
継
ぎ
ま

で
、
あ
ら
ゆ
る
相
談
に
対
応
し

て
い
ま
す
。
令
和
５
年
度
は
、

相
談
内
容
や
相
談
者
の
ニ
ー
ズ

に
応
じ
て
、
以
下
の
よ
う
な
相

談
会
を
開
催
し
て
い
き
ま
す
。

【
事
業
承
継
「
は
じ
め
の
一

歩
」
相
談
会

相
談
無
料
（
60

分
）
、
要
予
約
】

「
何
か
ら
手
を
付
け
て
よ
い
か

わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
方
の
た

め
の
相
談
会
で
す
。

■
常
設
相
談
会

当
セ
ン
タ

ー
（
大
分
市
金
池
町
）
で
は
、

平
日
９
時
か
ら
17
時
（
月
曜
日

の
午
前
中
を
除
く
）
、
相
談
窓

口
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

■
出
張
相
談
会
＝
当
セ
ン
タ

ー
の
相
談
員
が
出
張
し
て
、

地
元
の
商
工
会
、
商
工
会
議

所
、
金
融
機
関
と
連
携
し
て

ご
相
談
に
応
じ
ま
す
。

【
事
業
承
継
「
次
な
る
一

歩
」
相
談
会

相
談
無
料

（
60
分
）
、
要
予
約
】

「
事
業
承
継
の
準
備
を
始
め
た

が
税
務
面
や
法
務
面
で
の
疑
問

が
出
て
き
た
」
な
ど
、
具
体
的

な
疑
問
や
お
悩
み
に
、
事
業
承

継
に
詳
し
い
税
理
士
、
弁
護
士

が
ズ
バ
リ
お
答
え
し
ま
す
。

■
定
例
相
談
会
＝
当
セ
ン
タ

ー
に
て
、
毎
月
第
２
月
曜
日

（
税
理
士
）
、
第
４
月
曜
日

（
弁
護
士
）
の
午
後
に
開
催
し

て
い
ま
す
。

■
出
張
相
談
会

税
理
士
・

弁
護
士
が
県
内
各
地
へ
出
張

し
、
開
催
し
ま
す
。

そ
の
他
、
商
工
団
体
、
金
融
機

関
、
自
治
体
、
士
業
団
体
等
が

開
催
す
る
イ
ベ
ン
ト
等
に
て
、

出
張
相
談
会
も
開
催
し
て
い
ま

す
。
詳
細
は
当
セ
ン
タ
ー
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
や
公
式
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で

ご
案
内
し
て
い
き
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
ご
利
用
く

だ
さ
い
。
秘
密

厳
守
、
い
ず
れ

も
相
談
無
料
で

す
。

写
真
は
昨
年
の
相
談
会

の
様
子
で
す
。

一
面
で
も
お
知
ら
せ
し
ま
し

た
が
、
令
和
４
年
度
に
商
工
会

・
商
工
会
議
所
な
ど
、
支
援
機

関
が
中
心
と
な
っ
て
実
施
し
た

事
業
承
継
診
断
に
よ
る
内
容
分

析
結
果
で
す
。

【
後
継
者
不
在
率
が
57
％
】

県
内
各
地
で
ば
ら
つ
き
が
あ

る
も
の
の
、
後
継
者
が
い
な
い

と
答
え
た
経
営
者
の
方
が
57
％

も
あ
り
、
後
継
者
不
足
の
深
刻

さ
が
浮
き
彫
り
と
な
り
ま
し

た
。ま

た
、
回
答
を
い
た
だ
い
た

方
の
年
代
別
で
見
る
と
、
60
代

未
満
が
約
18
％
、
60
代
が
36

％
、
70
代
が
35
％
、
80
代
が
9

％
、
90
代
が
１
％
で
、
70
代
以

上
の
経
営
者
が
45
％
以
上
も
あ

る
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
一

面
の
「
考
え
さ
せ
ら
れ
る
事

例
」
で
も
紹
介
し
ま
し
た
が
、

経
営
者
の
突
然
の
ご
不
幸
に
よ

り
、
会
社
の
経
営
が
立
ち
行
か

な
く
な
る
ケ
ー
ス
も
出
て
き
て

い
ま
す
。
早
め
の
準
備
と
対
策

が
必
要
で
す
。

右
の
表
が
市
町
村
別
の
診
断

件
数
と
後
継
者
の
有
無
、
不
在

率
の
一
覧
表
で
す
。
左
の
円
グ

ラ
フ
は
診
断
い
た
だ
い
た
１
６

８
８
者
の
年
代
別
の
割
合
で

す
。
業
種
別
で
は
小
売
業
、
サ

ー
ビ
ス
業
、
飲
食
業
、
製
造

業
、
建
設
業
の
順
と
な
っ
て
い

ま
す
。
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質
問

相
続
で
揉
め
な
い
た
め

に
、
後
継
者
予
定
の
子
に
株
を
売

る
計
画
を
立
て
い
ま
す
が
、
注
意

点
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

回
答

株
を
子
に
譲
渡
す
る
方
法

と
し
て
、
売
買
を
選
択
す
る
こ
と

の
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
で
す

ね
。親

子
間
で
の
売
買
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て

は
、
親
が
生
前
に
自
分
の
意
志
で
子
供
に

株
を
渡
す
た
め
、
安
心
で
き
る
事
業
承
継

と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
会
社
を
誰

に
継
が
せ
る
か
を
考
え
る
時
に
、
先
に
後

継
者
に
株
を
売
買
し
て
、
会
社
を
所
有
さ

せ
る
解
決
策
で
す
。
た
だ
、
贈
与
で
は
な

く
売
買
と
な
る
た
め
、
子
に
と
っ
て
は
買

い
取
り
資
金
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
親
は

売
買
に
よ
る
譲
渡
益
は
譲
渡
所
得
と
し
て

申
告
し
、
所
得
税
や
住
民
税
が
か
か
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
こ
こ
で
気
を
付
け
な

い
と
い
け
な
い
の
は
、
親
子
間
で
の
売

買
な
の
で
、
な
る
べ
く
安
く
売
っ
て
、
子

に
買
い
取
り
資
金
の
負
担
を
軽
減
し
よ
う

す
る
こ
と
で
す
。

し
か
し
、
著
し
く
低
い
価
額
で
子
供
に

売
っ
た
場
合
、
買
う
側
の
子
か
ら
す
る
と

経
済
的
な
利
益
が
生
じ
る
こ
と
と
な
り
、

結
果
的
に
は
そ
の
利
益
に
対
し
て
の
贈
与

税
が
発
生
し
ま
す
。
親
も
安
く
売
れ
ば
譲

渡
に
関
す
る
税
金
が
安
く
済
む
た
め
時
価

以
下
で
売
ろ
う
と
考
え
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
譲
渡
所
得
税
と
子
に
か
か
る
贈
与
税

を
比
較
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ

う
。
親
が
自
社
株
式
を
子
に
売
却

し
て
、
そ
の
資
金
で
老
後
の
生

活
資
金
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

相
続
財
産
と
し
て
残
る
も
の
が
減

少
す
る
の
で
、
相
続
税
対
策
に
な
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
色
々
と
気
を
付
け
な
け
れ

ば
い
け
な
い
課
題
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す

の
で
、
具
体
的
に
は
専
門
の
税
理
士
に
相

談
す
る
こ
と
が
肝
要
で
す
。

事業承継Ｑ＆Ａ

親
子
間
で
の
株
の
売
買

『
地
震
、
雷
、
火
事
、

親

父

（

今

は

コ

ロ

ナ

？
）
』
と
い
う
言
葉
が
あ

り
ま
す
。
避
け
て
通
れ
な

い
自
然
災
害
。
地
球
温
暖

化
の
影
響
な
の
か
台
風
も

巨
大
化
、
地
震
も
国
内
の
あ
ち

こ
ち
で
発
生
。
災
害
へ
の
備
え

は
、
常
日
頃
か
ら
の
準
備
が
肝

要
で
す
ね
。
実
は
、
事
業
承
継

も
同
様
で
す
。
セ
ン
タ
ー
が
支

援
し
て
い
る
案
件
で
も
突
然
経

営
者
が
病
に
倒
れ
、
ご
家
族
が

路
頭
に
迷
っ
て
大
変
な
状
況
に

な
っ
て
い
る
事
案
も
出
て
き
ま

し
た
。
ち
ょ
っ
と
立
ち
止
ま
っ

て
、
将
来
の
備
え
を
考
え
て
み

て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
セ

ン
タ
ー
も
お
手
伝
い
し
ま
す
。

『
マ
ン
ガ
×
解
説
で
わ
か
る
！

入
門
事
業
承
継
対
策
』

出
版
社

ぎ
ょ
う
せ
い

タ
イ
ト
ル
に
惹
か
れ
て
手
に

取
り
ま
し
た
。
非
上
場
株
式
の

評
価
方
法
に
つ
い
て
詳
し
く
書

か
れ
て
い
ま
す
。
株
式
会
社
な

ど
の
法
人
は
、
上
場
し
て
い
な

く
て
も
株
を
贈
与
や
相
続
す
る

と
き
な
ど
に
は
株
価
を
評
価
し

て
、
評
価
額
に
よ
り
贈
与
税
、

相
続
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。
資

本
金
が
株
価
と
勘
違
い
さ
れ
て

い
る
方
も
多
い
の
で
会
社
組
織

の
方
は
入
門
編
と
し
て
ご
一
読

し
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
？

セ
ン
タ
ー
職
員
増
で
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
し
ま
し
た

今
年
の
相
談
会

診
断
結
果
の
お
知
ら
せ


